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１　はじめに

地方自治法等の一部を改正する法律（平
成29年法律第54号：以下，改正自治法）が，
2017年6月9日に公布されたため，改正内容
は2018年4月１日以降，順次施行されること
が決まった。改正自治法による変更内容だが，
①内部統制に関する方針の策定等，②監査制
度の充実強化，③決算不認定の場合における
長から議会等への報告規定の整備，④地方公
共団体の長等の損害賠償責任の見直し等，の
大きく以下4つの項目からなっている１）。

①内部統制に関する方針の策定等では，都
道府県知事及び指定都市の市長は，内部統制
に関する方針を定め，これに基づき必要な体
制を整備すること（その他の市町村長は努力
義務），また方針を策定した長は，毎会計年度，
内部統制評価報告書を作成し議会に提出する
ことを規定している。

②監査制度の充実強化では，監査委員が監
査等を行うに当たっては，監査基準に従うこ
ととし，監査基準は各地方公共団体の監査委
員が定め公表すること，及び勧告制度の創設，
議選監査委員の選任の義務付けの緩和，監査
専門委員の創設，条例により包括外部監査を
実施する地方公共団体の実施頻度の緩和など
について定めている。

③決算不認定の場合における長から議会等
への報告規定の整備では，地方公共団体の長
等は，決算不認定の場合に，当該不認定を踏
まえて必要と認める措置を講じたときはその

内容を議会等に報告・公表することを定めて
いる。

④地方公共団体の長等の損害賠償責任の見
直し等については，条例において長や職員等
の地方公共団体に対する損害賠償責任につい
て，それ以上の額を免責する旨を定めること
を可能にすることを規定している（条例で定
める場合の免責に関する参酌基準及び責任の
下限額は国が設定）。併せて，住民監査請求
があった後に，当該請求に関する損害賠償請
求権等の放棄に関する議決をしようとすると
きは，監査委員からの意見を聴取することを
規定している。

本稿では，改正自治法で定められることに
なった上記項目のうち，④地方公共団体の長
等の損害賠償責任の見直し等について考察を
加える。ところで住民訴訟の4号訴訟との関
係で，裁判が係属中にも関わらず，議会の議
決で地方公共団体が損害賠償請求権等を放棄
することを認める最高裁判決が確認できると
ともに，今般の地方自治法（以下，自治法）
の改正では当該最高裁判決が影響しているこ
とが第31次地方制度調査会の答申内容から確
認できる。

本稿は，4号訴訟の対象となる損害賠償請
求権，不当利得返還請求権を，地方公共団体
の議会の議決で放棄することの適否について，
主に上記答申でも言及する最高裁判決の３事
案（神戸市・大東市・さくら市）について検
討を加える。また改正自治法では損害賠償請
求権等の放棄の議決をする際に「監査委員か

（要旨）
2017年6月に地方自治法が改正され，１．内部統制に関する方針の策定等，２．監査制度の

充実強化，３．決算不認定の場合における長から議会等への報告規定の整備，4．地方公共団
体の長等の損害賠償責任の見直し等，が規定された。本稿では，住民訴訟における4号訴訟と
の関係で，違法な財務会計行為等について首長や職員等に損害賠償請求が認容されたにも関わ
らず，地方公共団体の議会により当該請求権を放棄する議決が行われた場合の監査委員の対応
について考察を加える。
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ら意見を聴取」することが規定されているこ
とに鑑みて，議会による権利の放棄の議決を
する際に監査委員が果たすべき職責及び法的
責任について考察する。

２　住民訴訟に対する国の現状認識

⑴　第31次地方制度調査会における答申概
要

総務省におく第31次地方制度調査会（会長
畔柳信雄）は，「人口減少社会に的確に対応
する地方行政体制及びガバナンスのあり方に
関する答申」（平成28年３月16日総理手交）
を示している２）。同答申では，改正自治法で
規定する，前記した4つの観点での改正内容
の方針を示している。また同答申の最後では，
本稿で考察する住民訴訟制度について，また
長等に対する損害賠償請求権等の放棄の議決
についても以下のようにその考えを示してい
る（以下は，本稿の議論に関わる部分につい
て同答申から該当箇所を抜粋したものであ
る）。

＜住民訴訟制度等の見直し＞
①住民訴訟制度等を巡る課題 

住民訴訟については，不適正な事務処理の
抑止効果があると考えられるが，一方で，4
号訴訟における長や職員の損害賠償責任につ
いて，平成24年各最判の個別意見等において
は，長や職員への萎縮効果，国家賠償法との
不均衡や損害賠償請求権等の放棄が政治的状
況に左右されてしまう場合があること等が指
摘されている。
②長や職員の事務処理への影響 

地方公共団体からは，財務会計行為の先行
行為や非財務会計行為が違法とされたときに
厳しい過失責任が認められている場合がある
ことや，長は最少経費原則（自治法２条14項，
地方財政法4条１項）等裁量逸脱の違法の有
無を事前に判断することはできないこと，職

員は政策判断として決定した事項について明
らかに違法でない限り職務命令に従わざるを
得ないこと等から厳しい過失責任を問われる
ことがある等の指摘がある。これらについて
は，最高裁は，住民訴訟で職員が賠償責任を
負うのは先行行為に看過しがたい瑕疵がある
場合等に限られるとしていることや，裁量は
広範に認める傾向にあることから，萎縮する
必要はないとの考え方もあるが，裁判所の判
断は事後的なものであることや，住民訴訟は
組織の責任を個人の責任として追及するもの
である以上，長や職員への萎縮効果は払拭さ
れない現実を受け止める必要もあるとも考え
られる。また，住民訴訟を通じて過失責任が
問われるからこそ地方公共団体が行き過ぎた
施策を講じることの歯止めになっているとの
考え方もあるが，人口減少社会において資源
が限られる中で創意工夫をこらした施策を講
じることが求められる状況において，当該萎
縮効果により本来行うべき施策も行わないこ
とになってしまうことは問題であるとする考
え方もある。
③国家賠償法上の求償権との関係

地方公共団体の長や職員が違法な行為によ
り地方公共団体に損害を生じさせた場合の損
害賠償責任の要件が故意又は過失であること
に対し，国家賠償法に基づく公務員個人への
求償責任の要件は故意又は重過失となってい
ることとの均衡がとれていないとの指摘があ
る。このことについては，あらゆる行政活動
が対象になる国家賠償法と財務会計行為が対
象になる住民訴訟とは異なることから，当該
不均衡を考慮する必要はないとの考え方もあ
るが，長や職員が行政活動の結果として地方
公共団体に損害を生じさせた場合に負う損害
賠償責任は，国家賠償法に基づく公務員個人
への求償責任と同様に，団体が長や職員と
いった個人に対して金銭の支払いを請求する
ものであるという点において変わりはないと
いう考え方もあり，国家賠償法との関係につ
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いて一定の配慮が必要であるという考え方も
ある。 
④議会による長や職員の責任の免除

地方公共団体が長や職員に対して有する損
害賠償請求権の放棄の実体的判断は議会の裁
量権に委ねられているが，議会は，その判断
が政治的関係に影響を受けて客観性や合理性
が損なわれ，裁量権の逸脱又は濫用となるこ
とのないようにすることが求められている。 
特に，住民訴訟において長や職員に対する損
害賠償請求権の有無が争われている間に当該
権利を放棄することは，長や職員の賠償責任
の有無について曖昧なまま判断することとな
るという問題がある。 
⑤見直しの方向性

これらのことを総合的に勘案すると，全体
のガバナンスの見直しにより不適正な事務処
理の抑止効果を高めるとともに，長や職員の
損害賠償責任については，長や職員への萎縮
効果を低減させるため，軽過失の場合におけ
る損害賠償責任の長や職員個人への追及のあ
り方を見直すことが必要である。同時に，不
適正な事務処理の抑止効果を維持するため，
裁判所により財務会計行為の違法性や注意義
務違反の有無が確認されるための工夫や，4
号訴訟の対象となる損害賠償請求権の訴訟係
属中の放棄を禁止することが必要である。ま
た，4号訴訟において長や職員個人に損害賠
償請求を認める判決が確定した後は，裁判所
の判断を前提とした上で損害賠償請求権の放
棄が客観的かつ合理的に行われることに資す
るよう，損害賠償請求権を放棄する場合に監
査委員等の意見の聴取を行うことが必要であ
る（下線は筆者による）。

以上のように答申では，地方公共団体の違
法な財務会計行為等３）に対して，住民訴訟
は有効な「歯止め」になっていると評価をし
ているものと理解できるが，他方，人口減少
社会における適正な資源配分という観点から

は，必要な施策が講じられないリスクもある
としている。長や職員に対する，つまり個人
に対して将来起こりうる損害賠償請求や不当
利得返還請求は，長や職員の職務行動等に対
して萎縮効果が生じる可能性があるとしてい
る。

⑵　住民訴訟の件数及び損害賠償認容事案
住民訴訟について自治法242条の２は，普

通地方公共団体の住民は，242条１項の規定
による請求をした場合において，同条4項の
規定による監査委員の監査の結果若しくは勧
告若しくは同条9項の規定による普通地方公
共団体の議会，長その他の執行機関若しくは
職員の措置に不服があるとき，又は監査委員
が同条4項の規定による監査若しくは勧告を
同条５項の期間内に行わないとき，若しくは
議会，長その他の執行機関若しくは職員が同
条9項の規定による措置を講じないときは，
裁判所に対し，同条１項の請求に係る違法な
行為又は怠る事実につき，訴えをもつて次に
掲げる請求をすることができるとして以下の
4つの請求を規定している。

一　当該執行機関又は職員に対する当該行
為の全部又は一部の差止めの請求 

二　行政処分たる当該行為の取消し又は無
効確認の請求 

三　当該執行機関又は職員に対する当該怠
る事実の違法確認の請求 

四　当該職員又は当該行為若しくは怠る事
実に係る相手方に損害賠償又は不当利得
返還の請求をすることを当該普通地方公
共団体の執行機関又は職員に対して求め
る請求

自治法では，住民訴訟に先立って住民監査
請求を行うことを定めており，その後，監査
委員による監査結果に不服がある等の場合に
おいて，住民訴訟に訴えることが可能となっ
ている。住民訴訟は，上記のように１号～4
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号訴訟まで規定しているが，このうち本稿で
対象とするのは4号訴訟となる。

ここで実際に提起された住民訴訟（１号～
4号訴訟）の実数について，上記のような結
果（表１）が示されている。これによるなら
住民訴訟のうち4号訴訟が，住民訴訟全体

（2805件）のうち約81％（2275件）を占めて
いることが分かる。したがってステークホル
ダーである住民は，地方公共団体内の違法な
財務会計行為等の抑止機能，あるいは是正機
能として4号訴訟が便宜と理解していると考
える。

次に表２では，4号訴訟の結果として，実
際に約１億円程度以上の損害賠償請求が命じ
られた事案を示している。これより小さい金
額の損害賠償請求はさらに多いものと推察で
きるが，表２により，前記答申で示されてい
た通り，高額の賠償請求が裁判の場で認容さ
れていることから，違法な財務会計行為に対
する抑止効果，あるいは答申で示す長や職員
の萎縮効果の可能性が理解できる4）。

表１：住民訴訟の件数（平成14年9月１日～平成28年3月31日）

表２：長や職員に対する高額（約１億円程度以上）の損害賠償が命じられた事例
（平成17年4月１日～平成28年4月１日）

区分 団体数 訴訟件数合計 １号訴訟 ２号訴訟 ３号訴訟 4号訴訟

都道府県 47 661 117 32 76 558

指定都市 20 311 54 21 39 253

特別区 23 135 17 15 20 114

市町村
（指定都市を除く） 1698 1698 255 119 233 1350

全団体数 1788 2805 443 187 368 2275

（出典）第69回九州各市監査委員会定期総会（平成29年5月26日）における総務省自治行政局行政課報告資料中より抜粋
した内容に基づき筆者が作成したもの

　 事　　案 賠償義務者 賠償額 備　　考

１ 市が締結した汚土収集運搬作
業の委託契約（福山市）

市長，助役
（３名） １億751万円 市長は破産，助役は判決

額又は和解額を支払

２
ゴルフ場開発不許可処分とさ
れた開発事業者との民事調停

（京都市）
市長 26億1257万円 相続人が一部を支払い，

残額は欠損処理

３
土地開発公社が先行取得した
動物霊園等の建設予定地の買
受（交野市）

市長 １億3246万円 一部支払済

4 公共下水道に関する地方交付
税算定（岡山市）

市長，助役，
職員 4億5090万円 高裁判決後に和解（和解

額を全額支払済）
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3　裁判例の検討（請求権の放棄）

自治法では，普通地方公共団体の議会は，
次に掲げる事件を議決しなければならないも
のとして，法律若しくはこれに基づく政令又
は条例に特別の定めがある場合を除くほか，
権利を放棄すること，を定めている（96条１
項10号）。一般的に地方公共団体が持つ権利
の放棄は同団体への経済的損失も想定でき，
ステークホルダーである住民にも影響を持つ
可能性があるためそこではより慎重な判断が
求められることになる。

本章では，第31次地方制度調査会答申でも
言及する重要判例を中心に，損害賠償請求権
等の放棄の議決（または条例の制定と公布）
の妥当性について検討する。

⑴　最判平成24・4・20（神戸市）５）

⒜　概要
本件は，神戸市の住民であるＸらが，神戸

市長であるＹに対し，神戸市から派遣された
職員らのためにいわゆる外郭団体の各団体に
補助金を交付し，委託料名目で職員らの人件
費を支出したことは，公益法人等への一般職
の地方公務員の派遣等に関する法律6条２項
の手続によらない給与の支給として脱法行為
に当たり，違法無効であると主張して，Ｙに
対しては損害賠償請求を，当該団体に対して
は不当利得返還請求をすべきことを求めた事
案である。

第１審6）は，本件補助金及び委託料の支
出を違法，無効としてＹの過失を認定し，Ｘ
らの請求を一部認容した。これに対しＹが控
訴し，Ｘらも付帯控訴したところ，神戸市議
会においてＹに対する損害賠償請求権及び当
該団体に対する不当利得返還請求権を放棄す

５ 県職員の公務出張に係る旅費
（福井県） 知事 １億983万円 高裁で知事が逆転勝訴

（上告後確定）

6 外郭団体に対する補助金
（神戸市） 市長 ２億5379万円 議決により権利放棄

7 外郭団体に対する補助金
（神戸市） 市長 55億3966万円 議決により権利放棄

8
浄水場建設予定地として購入
した土地の代金（さくら市（旧
氏家町））

町長 １億2192万円 議決により権利放棄

9 生活保護の支給決定（滝川市） 職員 １億3465万円 議決により権利放棄

10 河川改修事業の委託料の過大
支払（横浜市） 職員 １億4049万円 判決後訴え取下げ

11 バイオマス事業への補助金の
支出（御船町） 町長 9279万円

控訴取下げにより確定，
賠償額の支払について町
が提訴

12 リサイクル施設の事業停止に
伴う補助金の返還（栃木県） 知事 １億9659万円

高裁で知事が逆転勝訴，
上告し上告受理申立て中

（H29. ３. 9時点）

（出典）第69回九州各市監査委員会定期総会（平成29年5月26日）における総務省自治行政局行政課報告資料中より抜粋した
内容に基づき筆者が作成したもの
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る旨の条例を制定し，その条例が公布された。
原審7）は，以下6つの争点について審議

している。⑴神戸市が，本件改正条例により，
本件訴訟における請求にかかる不当利得返還
請求権及び損害賠償請求権を放棄したことに
より，本件訴えの利益が失われたといえるか，
⑵本件各団体に対し，神戸市が派遣職員人件
費相当額を補助金又は委託料として支出する
ことは，派遣法6条の脱法行為として違法か，
⑶Ｙの故意又は過失の有無，⑷本件各団体の
不当利得及び悪意の有無，⑸神戸市の損害額
又は損失額，⑹本件訴訟における請求にかか
る神戸市の不当利得返還請求権及び損害賠償
請求権は本件改正条例により消滅したか，で
ある。

本稿では上記争点のうち⑹について取り扱
う。原審は住民訴訟制度の趣旨や目的にも言
及したうえで，「以上のような住民訴訟の制
度が設けられた趣旨，一審でＹが敗訴し，こ
れに対する控訴審の判決が予定されていた直
前に本件権利の放棄がなされたこと，本件権
利の内容・認容額，同種の事件を含めて不当
利得返還請求権及び損害賠償請求権を放棄す
る旨の決議の神戸市の財政に対する影響の大
きさ，議会が本件権利を放棄する旨の決議を
する合理的な理由はなく，放棄の相手方の個
別的・具体的な事情の検討もなされていない
こと等の事情に照らせば，本件権利を放棄す
る議会の決議は，Ｙが行った違法な財務会計
上の行為を放置し，損害の回復を含め，その
是正の機会を放棄するに等しく，また，本件
住民訴訟を無に帰せしめるものであって，自
治法に定める住民訴訟の制度を根底から否定
するものといわざるを得ず，上記議会の本件
権利を放棄する旨の決議は，議決権の濫用に
当たり，その効力を有しないものというべき
である。不当利得返還請求権等の放棄の可否
は，住民の代表である議会の良識ある判断に
委ねられているとする考えもあるけれども，
住民訴訟の制度が設けられた趣旨は，上記の

とおり地方公共団体が十分に機能しない場合
に住民がこれらに代わって提訴するものであ
ることに照らし，直ちに採用することはでき
ない」と判示し，第１審判決の金額を修正し
た上で，総額55億円余りの損害賠償請求及び
不当利得返還請求の義務付けを認容した。

これに対して最高裁は原判決を破棄し，Ｙ
に対する損害賠償請求についてその過失を認
めることはできないとして棄却，上記各団体
に対する不当利得返還請求については議決の
適法性についての判断枠組みを示したうえで，
本件においては放棄の議決が適法であり請求
権が消滅したとして棄却する判決を下した

（理由は後述）。
ところで上記判決に際して最高裁は，「…

本件訴訟の係属中に，Ｙの第１審での一部敗
訴を経て原審の判決の言渡期日の直前に本件
改正条例案が可決されており，このような現
に係属する本件訴訟の経緯を踏まえ，本件附
則に係る議決については，主として住民訴訟
制度における当該財務会計行為等の審査を回
避して制度の機能を否定する目的でされたな
ど，住民訴訟制度の趣旨を没却する濫用的な
ものに当たらないか否かという観点からみる
こととする。この点に関し，原審は，本件議
決がされた時期と原審における住民訴訟の審
理の状況との関係等をも理由として，市の本
件各団体に対する不当利得返還請求権を放棄
する旨の本件附則に係る市議会の議決は地方
自治法の定める住民訴訟制度を根本から否定
するものである旨をいう。しかしながら，本
件附則に係る議決の適法性に関しては，住民
訴訟の経緯や当該議決の趣旨及び経緯等を含
む諸般の事情を総合考慮する上記の判断枠組
みの下で，裁判所がその審査及び判断を行う
のであるから，上記請求権の放棄を内容とす
る上記議決をもって，住民訴訟制度を根底か
ら否定するものであるということはできず，
住民訴訟制度の趣旨を没却する濫用的なもの
に当たるということはできない…」と説示し
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た（下線は筆者による）。
上記の考えを示したうえで，まずＹに対す

る損害賠償請求については，「…派遣職員の
給与の支給について議会の関与の下に条例に
よる適正な手続の確保等を図るためにその支
給の方法等を法定した派遣法の定めに違反す
る手続的な違法があり，無効であると解され
るところ…」とし，本件補助金を経由した給
与支出が違法，無効である点で原判決は是認
できるとしている。他方，Ｙの過失について，
当時の派遣法では，補助金が派遣職員等の給
与に充てられることを禁止する旨の明文の規
定は置いていないこと，あるいは同市のほか
にも多くの政令指定都市において同様の事案
が存在していたこと等を理由としてＹの過失
を否定した8）。

次に不当利得返還請求の放棄の議決につい
て，「本件派遣職員等の給与の大半は，適法
な手続を経た上で市の公金から支出されるこ
とがそもそも予定されていたものといえるこ
とからすると，上記請求権の放棄によって市
の財政に及ぶ影響は限定的なものにとどまる
ということができる。また，既に本件派遣職
員等の給与等の人件費に充てられた本件補助
金等につき上記請求権の行使により直ちにそ
の返還の徴求がされた場合，実際に本件各団
体の財政運営に支障を来して上記の各種サー
ビスの十分な提供が困難になるなどの市にお
ける不利益が生ずるおそれがあり，その返還
義務につき上記の要請を考慮して議会の議決
を経て免責がされることは，その給与等の大
半については返還と再度の支給の手続を行っ
たものと実質的に同視し得るものともいえる
上，そのような市における不利益を回避する
ことに資するものということもできる。…以
上の諸般の事情を総合考慮すれば，市が本件
各団体に対する上記不当利得返還請求権を放
棄することが普通地方公共団体の民主的かつ
実効的な行政運営の確保を旨とする地方自治
法の趣旨等に照らして不合理であるとは認め

難いというべきであり，その放棄を内容とす
る本件附則に係る市議会の議決がその裁量権
の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとはいえ
ず，その議決は適法であると解するのが相当
である。 そして，上記不当利得返還請求権
の放棄を内容とする本件附則を含む本件改正
条例については，市議会による上記議決及び
市長による公布を経て施行されているのであ
るから，本件附則に係る権利の放棄は有効で
あって，本件附則の施行により当該請求権は
消滅したものというべきである」と判示した。

以上のようにＹに対する損害賠償請求につ
いては，行為の違法はあったと認めたものの
そこに過失はないとした。また本件各団体に
対する補助金支給については当該支給の違法
の有無の判断は行わずに，実質的に地方公共
団体に損害は発生していないため争点とはな
らないとの判断を行ったものと理解できる。
そのため，裁判の係属中になされた不当利得
返還請求の放棄の議決についても，もともと
地方公共団体に損害は発生していないため議
会による条例の議決は不合理ではなく，加え
て同議決は，「住民訴訟制度における当該財
務会計行為等の審査を回避して制度の機能を
否定する目的でされたなど，住民訴訟制度の
趣旨を没却する濫用的なものに当たらないか
否かという観点」からも，諸般の事情を総合
考慮すると濫用的なものには当たらないとし
ている9）。

⒝　同判決により残された課題
最高裁判決では，千葉勝美裁判官による補

足意見が述べられている。同意見では，住民
訴訟の対象とされている損害賠償請求権又は
不当利得返還請求権を議会が放棄する旨の議
決がされた場合の裁量権の逸脱・濫用の有無
の判断枠組み等について以下のように示して
いる。
「…住民訴訟制度が設けられた当時は，財

務会計行為及び会計法規は，その適法・違法
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が容易にかつ明確に判断し得るものであると
想定されていたが，その状況は，今日一変し
ており，地方公共団体の財政規模，行政活動
の規模が急速に拡大し，それに伴い，複雑多
様な財務会計行為が錯綜し，それを規制する
会計法規も多岐にわたり，それらの適法性の
判断が容易でない場合も多くなってきている。
そのような状況の中で，地方公共団体の長が
自己又は職員のミスや法令解釈の誤りにより
結果的に膨大な個人責任を追及されるという
結果も多く生じてきており（最近の下級裁判
所の裁判例においては，損害賠償請求につい
ての認容額が数千万円に至るものも多く散見
され，更には数億円ないし数十億円に及ぶも
のも見られる），また，個人責任を負わせる
ことが，柔軟な職務遂行を萎縮させるといっ
た指摘も見られるところである。…現行の住
民訴訟は，不法行為法の法理を前提にして，
違法行為と相当因果関係がある損害の全てを
個人に賠償させることにしている。そのこと
が心理的に大きな威嚇となり，地方公共団体
の財務の適正化が図られるという点で成果が
上がることが期待される一方，場合によって
は，前記のとおり，個人が処理できる範囲を
超えた過大で過酷な負担を負わせる等の場面
が生じているところである。…普通地方公共
団体の議会が，住民訴訟制度のこのような点
を考慮し，事案の内容等を踏まえ，事後に個
人責任を追及する方法・限度等について必要
な範囲にとどめるため，個人に対して地方公
共団体が有する権利（損害賠償請求権等）の
放棄等の議決がされることが近時多く見られ
るのも，このような住民訴訟がもたらす状況
を踏まえた議会なりの対処の仕方なのであろ
う。…しかし，権利の放棄の議決が，主とし
て住民訴訟制度における地方公共団体の財務
会計行為の適否等の審査を回避し，制度の機
能を否定する目的でされたと認められるよう
な例外的な場合（例えば，長の損害賠償責任
を認める裁判所の判断自体が法的に誤りであ

ることを議会として宣言することを議決の理
由としたり，そもそも一部の住民が選挙で選
ばれた長の個人責任を追及すること自体が不
当であるとして議決をしたような場合が考え
られる）には，そのような議会の裁量権の行
使は，住民訴訟制度の趣旨を没却するもので
あり，そのことだけで裁量権の逸脱・濫用と
なり，放棄等の議決は違法となるものといえ
よう。…議会としては，基本的にはその裁量
事項であっても，単なる政治的・党派的判断
ないし温情的判断のみで処理することなく，
その逸脱・濫用とならないように，本件の法
廷意見が指摘した司法判断の枠組みにおいて
考慮されるべき諸事情を十分に踏まえ，事案
に即した慎重な対応が求められることを肝に
銘じておくべきである」とその判断基準を補
足説明している（下線は筆者による）。

本件は，住民訴訟で住民が訴える損害賠償
請求権等を議会が放棄する条例の議決につい
て，一つのベンチマークを示した点は一定の
評価ができるものと思われる。すなわち千葉
勝美裁判官の補足意見にも見られるように，
住民訴訟制度の機能を否定するような議決は
違法であるとする内容は，実務面でも利用可
能性が高い指針とも理解できる。

他方，本判決で見られるように，裁判所
は，市長による支出行為には違法があったが
過失はない，また本件各団体への補助金支出
に対する不当利得返還請求については決して
不合理とはいえない放棄を含む条例案の議決
があったため当該請求権は消滅したと判断し
ている。もしも仮に違法があるが過失はない，
また住民訴訟制度を根底から否定するような
議会の議決以外は請求権の放棄の議決は有効
であるとするなら，住民訴訟で損害賠償請求
権等が認容されることはほとんど期待できな
いリスクが発生してくるように思われる。つ
まり同判決により，法解釈上，住民訴訟によ
り損害賠償請求や不当利得返還請求を行うこ
とができる範囲が大きく狭められたとも理解
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できる。
たしかにあまりにも高額な損害賠償請求権

等が認められることで行政が萎縮することも
想定できるが，損害賠償請求権等の認容可能
性やその範囲が縮小することで違法支出等に
対する抑止効果が弱くなるリスクを指摘でき
る。

⑵　最判平成24・4・20（大東市）10）

⒜　概要
本件は，大阪府大東市の住民であるＸが，

市が非常勤職員の退職の際に要綱に基づいて
退職慰労金を支給していることは給与条例主
義を定めた自治法204条の２の規定に違反し
違法であるとして，支出当時の市長であるＹ
１に対する損害賠償請求並びに担当職員で
あったＹ２，Ｙ３及びＹ4に対して損害賠償
命令をすることを求めるとともに，非常勤職
員に対する退職慰労金としての公金の支出の
差止めを求める住民訴訟である。

本件は，前述の神戸市のケースと異なり，
条例の制定ではなく請求権を放棄する議会の
議決の形式であるが，基本的には神戸市の
ケースとパラレルに比較が可能な事案でもあ
り検討する（本件は神戸市の事案と同じ，千
葉勝美，竹内行夫，須藤正彦，古田佑紀の4
名の裁判官が担当している）。最高裁の判決
文に基づく原審の確定した事実関係等の概要
は，次のとおりである（原判決11）は公刊物
未登載）。
イ．同市は，非常勤職員の長期勤続等に報

いるため，「大東市非常勤職員の報酬等に
関する要綱」（大東市要綱第40号）に基づ
き，非常勤職員に退職慰労金を支給する旨
及びその額についての具体的な基準を定め
ていた。同市が平成10年度から同18年度ま
での間に本件要綱に基づいて非常勤職員
に対して支給した退職慰労金の総額は計
4，342万7，777円であった　

ロ．同市は，平成19年３月31日付けで退職す

る非常勤職員１名に対し，総務部長であっ
たＹ２が支出負担行為を，人事課長であっ
たＹ３が支出命令をそれぞれ専決で行った
上，本件退職慰労金238万1，650円を支給し，
同年7月31日付けで退職する非常勤職員１
名に対し，人事課長Ｙ4が支出負担行為及
び支出命令をそれぞれ専決で行った上，本
件退職慰労金31万2，800円を支給した。

ハ．Ｘは，平成19年10月23日，本件退職慰労
金の支給は条例上の根拠を欠いているから
自治法204条の２等の規定に違反するなど
と主張して，既に支出された本件退職慰労
金相当額の返還等を求める住民監査請求を
したが，監査委員は同請求を棄却したため
本件訴訟を提起した。

ニ．第１審判決12）は，行政内部の規範にす
ぎない要綱に基づく退職慰労金の支給は自
治法204条３項，204条の２等の定める給与
条例主義に違反するので違法であり，市は
退職慰労金支給相当額の損害を被ったとし
た上，Ｙ１は故意又は過失があるから損害
賠償責任を負い，Ｙ２，Ｙ３及びＹ4は故
意又は重大な過失があるから同法243条の
２第１項所定の賠償責任を負うとして，Ｘ
の請求を一部認容した。なお，市は第１審
口頭弁論終結前に，本件要綱及び非常勤職
員に対する退職慰労金制度を廃止した。

ホ．Ｙ１らが第１審判決を不服として控訴し
たところ，市議会は，原審口頭弁論終結前
に，4名の市議会議員から，第１審判決が
その成立を認めた本件退職慰労金に係る市
のＹ１らに対する損害賠償請求権につき自
治法96条１項10号の規定に基づき権利の放
棄を行う旨の議案の提出を受け，同日，こ
れを可決する議決をした。

以上が事実関係だが，原審は，本件退職慰
労金の支給に係る違法性の有無やＹ１らの故
意又は過失の有無などについて判断すること
なく，市がＹ１らに対して平成19年度に非常
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勤職員らに支給された本件退職慰労金相当額
の損害賠償請求権を取得していたとしても，
当該請求権は本件議決によって消滅したとし
てＸの請求を棄却した。

これに対して最高裁は，「原審は，本件議
決に係る権利の放棄に関し，…その効力が生
ずるのに必要な市長による執行行為としての
放棄の意思表示の有無について何ら審理判断
していない。また，原審は，本件訴訟の係属
中にその請求に係る市のＹ１らに対する損害
賠償請求権を放棄する旨の本件議決がされた
という事実関係の下において，…諸般の事情
の総合考慮による判断枠組みを採ることなく，
上記諸般の事情のうち，本件議決の存在につ
いて認定判断するのみで，本件退職慰労金の
支給に係る違法事由の有無及び性格やＹ１ら
の故意又は過失等の帰責性の有無及び程度を
始め，本件退職慰労金の支給の性質，内容，
原因，経緯及び影響，本件議決の趣旨及び経
緯，当該請求権の放棄又は行使の影響，本件
訴訟の経緯，事後の状況などの考慮されるべ
き事情について何ら検討をしていない。した
がって，これらの考慮されるべき事情につい
て審理を尽くすことなく，原審摘示の事情の
みを理由に直ちにＹ１らに対する損害賠償請
求権の放棄に係る本件議決が適法であるとし
た原審の判断には，審理不尽の結果，法令の
解釈適用を誤った違法がある」と判示し，原
判決中のＸの請求を棄却した部分を破棄し，
本件を大阪高等裁判所に差し戻した（下線は
筆者による）。

⒝　判決内容についての評価
前記神戸市の事案は損害賠償請求権等を放

棄する旨の条例を制定及び公布するもので
あったが，本件は，議会による請求権の放棄
の議決という点で，また議決により放棄され
た債権の金額も神戸市の事案と比較して大き
くない点でも違いがあるといえる。ところで
本件は，議会の議決の効力が生じるのに必要

な市長による執行行為としての放棄の意思表
示の有無が判決の重要な争点となっている13）。
他方，上記争点を別として，本稿で注目する
のは，本事案で住民が請求する趣旨が適正で
あるのか，すなわち請求対象の内容に実際に
違法があったのか否かである。

当該支出の違法性について，Ｘが主張する
ように，非常勤職員への退職慰労金の支出が
条例で定められていなかった以上，Ｙ１らは
給与条例主義を定めた自治法204条の２の規
定に違反し違法であったと考えられる。他方，
違法と考えられる当該支出について，Ｙ１ら
に対して損害賠償責任追及が可能かについて
は別途の検討が必要と考える。特に当該違法
支出について故意，又は過失が認定可能か否
かという視点で，また非常勤職員への給与等
の支払いに対する国の指針の変更の考慮とい
う視点も加えて過失責任の可能性を以下で検
討する。

前者の検討について，確定した事実関係に
よると，同市は策定した要綱に基づき，平成
10年度から18年度まで非常勤職員に退職慰労
金を支出していたところ，Ｘは平成19年4月
及び同年8月に，Ｙ１らに損害賠償請求等を
求める住民訴訟を提起している。また同制度
は相当以前から運用されていたことも判明し
ているため，特にＹ２，Ｙ３，Ｙ4については，
たまたま同支出の際に担当であったという事
実が見受けられるところ，当該個人に過失が
あったと認定することは難しいと思われる。

Ｙ１については，行政機関のトップであり
当該支出についても一定の責任を追及するこ
とも可能と思われる。しかしながらここで検
討されるべきは，非正規雇用者（本件での非
常勤職員を含む）に対する国の指針の変更の
考慮である。Ｙ１の責任追及の検討は非正規
雇用者への退職慰労金の支出の妥当性の検討
と重なる。

非正規雇用者に対する給与等の支出は，本
件退職慰労金支出当時と現在で国の方針が変
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わったことは明らかであり，特に，同一労働
同一賃金という観点から労働者の権利を保護
する方向は鮮明である14）。本事案の当時，同
一労働同一賃金の概念が明確に示されていた
わけではないものの，社会通念として，ある
いは社会一般の価値判断として，当時であっ
ても，非正規労働者の賃金が不当に低いとい
う事実は共通に認識されていたと推量できる

（結果的に当該認識等の蓄積がその後国の方
針となって表れたと理解できる）。

本件支出について，非常勤職員の勤務実態
等が正規職員と同等であったかどうか等につ
いて，具体的に明らかとはなっていないが，
上記ニ．で示すように，市は第１審口頭弁論
終結前に，本件要綱及び非常勤職員に対する
退職慰労金制度を廃止していること，また請
求対象である債権の金額が多額とはいえない
こと，また相当前から同制度が運用されてい
たことも考慮するに，当該支出に違法があっ
た可能性が高いことは認識できるものの，社
会的に妥当と思われる価値判断（支出の妥当
性）も含めて再検討すると当該支出に過失が
あったと確定的に認定することは難しいと考
える。

　
⑶　最判平成24年4月23日（さくら市）1５）

⒜　概要
本件は，栃木県の旧氏家町が浄水場用地と

して土地を購入したことについて，同土地を
取得する必要性はなくその価額も著しく高額
であるのに当該土地の売買契約を締結したこ
とが違法であるとして，町と旧喜連川町との
合併により設置されたさくら市の住民である
Ｘが，自治法242条の２第１項4号に基づき，
市の執行機関であるＹを相手に，上記売買契
約の締結当時の町長であった上告補助参加人
Ａに対し損害賠償請求をすること等を求めた
住民訴訟である。

原審の確定した事実関係等の概要は，次の
とおりである16）。

イ．町は，水道施設の拡張整備をする必要性
が生じたとして，平成10年，栃木県知事か
ら水道事業経営変更の認可を受けた。当時
の町長であったＡは，平成16年３月２日，
町議会に対し，浄水場用地の購入費として
３億円を計上した平成16年度水道事業会計
予算を提出し，町議会はこれを議決した。

ロ．町では，公共用地の取得等については，
関係各局課の局課長によって構成される土
地問題対策会議において検討することとさ
れており，平成16年6月３日，同会議が開
かれ，本件土地を浄水場用地として取得す
るか否かが付議され，本件土地の所有者で
ある参加人Ｂがその更地の価格は7，000万
円程度であると述べていることなどが担当
者から説明された。

ハ．町は，平成16年7月6日，Ａの友人の
不動産業者を介し，不動産鑑定士である
参加人Ｃに対して本件土地の不動産鑑
定を依頼した。Ｃは，本件土地の価格を
２億7，390万円とする不動産鑑定評価書
を町に交付した。Ｂは，本件鑑定を踏ま
え，町に対し，本件土地の代金について
２億6，500万円の要求額を提示したため，
町は本件土地の取得について審議したが，
結果，Ｂが提示した２億6，500万円で取得
する方針を決定した。

ニ．Ａは，平成16年8月31日，全員協議会に
おいて，本件土地について，本件鑑定の鑑
定評価額，Ｂから提示された代金額，Ｂが
競落した価格等を報告したところ，町議会
議員からは，鑑定評価額や代金額が高額に
過ぎる等の意見が出されたため，再度交渉
してその結果を全員協議会に報告すること
となった。

ホ．町はＢと再交渉したが，平成16年9月
１日，Ｂから本件土地の代金について
２億5，000万円の要求額の提示を受けた。
Ａは，同月6日，全員協議会において同内
容について再度報告後，同月21日，町を
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代表して，Ｂとの間で，本件土地を代金
２億5，000万円で購入する旨の売買契約を
締結した。

へ．Ｘは，平成17年12月14日，本件土地取得
が著しく高額であったとして，本件契約締
結行為は違法であって，売買代金額と適正
な代金額との差額について町に損害が発生
したとして，Ａはその賠償責任を負う旨を
主張して，本件訴訟を提起した。
　　
以上の事実関係の中，第１審17）は，Ｂに

対する不当利得返還請求は棄却したがＡに対
する損害賠償請求を認容した。これに対しＡ
が控訴したが，原審の弁論終結後にさくら市
議会においてＡに対する損害賠償請求権を放
棄する議決がされた。原審における弁論再開
後，Ａは上記放棄の議決により債務の消滅を
主張した。

原審は，「…地方自治法96条１項10号に基
づく権利の放棄の可否は，議会の良識にゆだ
ねられているものではあるが，裁判所が存在
すると認定判断した損害賠償請求権について，
これが存在しないとの立場から，裁判所の認
定判断を覆し，あるいは裁判所においてその
ような判断がなされるのを阻止するために権
利放棄の決議をすることは，損害賠償請求権
の存否について，裁判所の判断に対して，議
会の判断を優先させようとするものであって，
権利義務の存否について争いのある場合には，
その判断を裁判所に委ねるものとしている三
権分立の趣旨に反するものというべきであり，
地方自治法も，そのような裁判所の認定判断
を覆す目的のために権利放棄の議決が利用さ
れることを予想・認容しているものと解する
ことはできない。したがって，本件議決は，
地方自治法により与えられた裁量権を逸脱又
は濫用したものとして違法無効なものという
べきであり，本件議決によりＡに対する損害
賠償請求権は消滅するものではない」と判示
しＹらの控訴を棄却した（下線は筆者による）。

最高裁は，「原審は，…諸般の事情の総合
考慮による判断枠組みを採ることなく，上記
諸般の事情のうち，本件売買の代金額の適正
価格等のほか，本件訴訟の経緯や本件議案の
提案理由書の記載の一部等といった事情につ
いて考慮しただけで，本件議決が市議会の裁
量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとし
ている。…原審の確定した事実関係等からは，
直ちに，本件議決が，参加人Ａの賠償責任を
何ら合理的な理由なく免れさせたものであり，
普通地方公共団体の民主的かつ実効的な行政
運営を旨とする地方自治法の趣旨等に照らし
て不合理であって，裁量権の範囲の逸脱又は
その濫用に当たるということはできず，他方，
直ちに本件議決が裁量権の範囲の逸脱又はそ
の濫用に当たらないということもできない。
したがって，上記の考慮されるべき事情につ
いて審理を尽くすことなく，原審摘示の事情
のみを理由に直ちに本件議決が裁量権の範囲
の逸脱又はその濫用に当たり違法であるとし
た原審の判断には，審理不尽の結果，法令の
解釈適用を誤った違法がある」と判示し，原
判決を破棄し高裁に差し戻した。

⒝　最高裁判決に残された課題
ところで原審判決の認定事実の中で，Ｘは

本件土地売買に係るＡの友人を介したＣの土
地鑑定評価は不当である旨の申し出を不動産
鑑定士が所属する社団法人に行った結果，同
法人は調査を実施し，平成20年３月18日，本
件鑑定は，対象の土地についての確認調査を
怠り，評価の前提となる条件設定の妥当性を
無視し，必要な減価修正についても十分に検
討していない極めてずさんなものであるとの
理由で，Ｃは同協会の定款に基づき6か月間
の会員権停止処分を受けていた事実が判明し
ている。つまり当該認定事実により，Ｃの当
時の鑑定評価が適正でなかったことは明らか
である。

ところで土地鑑定評価の専門職として不当



地方自治法４号訴訟と損害賠償請求権放棄の議決についての一考察

— 64 —『商学集志』第 87 巻第2・3号合併号（’17. 12）

に公平性を欠いた判断を行い，結果として所
属協会に処分されるような行為があったとし
ても，当該行為に基づいてなされた本件支出
がそのまま違法であったということにはなら
ない。すなわちＣの鑑定評価を合理的に信じ
ることができる外観があり，また手続上も違
法がないならばＡの過失を認定することは難
しいとも思われる。

しかしながら本件土地売買契約の前後にお
ける認定された事実に基づくと，特に前記
ニ．とホ．の間，すなわち平成16年8月31日
に，２億6，500万円という鑑定評価額及び代
金額が高額すぎることについて，Ａに対して
全員協議会から異議が出されたため，Ａは再
度交渉してその結果を全員協議会に報告する
こととしたわけだが，再交渉の末，その翌日
の同年9月１日にはＢからの２億5，000万円
で売却する旨の提示を受け，５日後の同月6
日に全員協議会に報告，その約２週間後には
売買契約を締結している。この拙速ともいえ
る交渉過程にまったく過失がないとはいいき
れないと思われる。なぜなら上記契約に至る
までの過程では，そもそも上記ロ．で示した
ようにＢは当初更地の価格は7，000万円程度
と主張するところ，なぜ２億6，500万円の主
張になるのか等の懸念も関係者からは示され
ていることが認定された事実から判明してい
る。すなわち，本件土地価格の妥当性につい
ては当時において多くの関係者が疑念をいだ
いていたことが示されている。したがってＡ
においては，このような懸念がある中にも関
わらず本件売買契約を極めて短期間で締結し
たことについて，その意思決定には大きな問
題があったと考える。

このような違法な財務会計行為等について
住民から疑義が生じたため，住民監査請求が
提起されその後住民訴訟にまで進んだわけで
あるため，裁判の場では当然に請求対象であ
る当該行為の違法性について十分な審議が尽
くされるべきである。そのような前提の中，

Ａに対する損害賠償請求権を放棄する議決が
なされたことについてはその適正性を改めて
検討すべきと考える。すなわち今後も同様の
事案において，同様の放棄の議決が合法的に
認められるなら，違法支出等によって生じた
損失を住民訴訟により取り戻すことが，今後
実質的にはできなくなる可能性が残ると考え
る18）。

上記筆者の理解と考えを同じくするものと
して，最高裁判決では，須藤正彦裁判官が以
下のような意見を示している（ところで本件
も前記２事案と同じ，千葉勝美，竹内行夫，
須藤正彦，古田佑紀の4名の裁判官が担当し
ているが，これまでの事案とは異なり，本事
案については4名全員が法廷意見に加えた意
見を述べているため，本事案はこれまでの２
事案とは違う法解釈が必要なケースであると
認識できる）。
「…多数意見の議決の違法性に係る判断の

枠組みについては賛同し，その枠組みに依拠
した審理を十全に尽くす観点から，本件を原
審に差し戻すという多数意見の結論について
その限りで同調するが，本件へのその当ては
めに関しては，差戻審での審理の結果におい
て別異に解すべき特段の事情が現れない限り，
本件議決を違法とした原判決の結論を正当と
して維持すべきであるとの判断を前提とする
点で，多数意見と見解を異にするものである。
…元来，公の債権は軽々に扱われるべきでは
ないが，本件の前記の固有の事情に照らせば，
一層，上記損害賠償請求権は安易に不問に付
すことが許されないものというべきであり，
それは，参加人Ａに不正がなかったから不問
に付されてよいというような性質のものでも
ないというべきであって，同人にしかるべき
賠償責任を負わせたからといって行政が萎縮
するとも，長に適任な人材を得られなくなる
などとも思われない。これに反し，参加人Ａ
が何ら損害を補填することなく本件のような
損害賠償請求権の全額免除が安易になされる
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となると，市に生じた損害について長の責任
は法的には一切不問に付され，現実的には誰
も責任を取らないままに放置されることにな
りかねないという結果が残る。それは，ひっ
きょう，正直に住民税を納付している市民の
信頼を失わせ，日々節倹を旨として市民への
サービスに真面目に努めている他の職員の熱
意をそぎ，納税者や職員のモラルハザードを
惹起するおそれさえなしとせず，そのことは，
地方の財務行政の規律を歪め，ひいては地方
自治の根幹を揺るがせることにもなりかねな
いであろう」

また放棄の議決と住民訴訟との関係では，
「本件議決の影響についていえば，一般に，
一審の認容判決後に本件のごとき内容の損害
賠償請求権について放棄の議決が安易になさ
れ，それが違法でないとされると，今後，地
方議会が安んじて放棄議決をするという風潮
を招き，正しい住民訴訟の提起を断念させる
ことにまでなるのではないかとの懸念を覚え
させられる。なるほど，住民訴訟を提起すれ
ば，たとえ放棄の議決がなされたとしても，
まず財務会計行為が違法であるか否かという
ことが請求原因の段階で裁判所の審理の対象
となり，放棄の議決が違法であるか否かは抗
弁段階に至って初めて審理されるにすぎない
から，財務会計行為の違法性の判断の機会は
なお確保されているとはいえようが，それに
しても，住民訴訟に要する時間と労力を考慮
すると，そのような懸念は拭えないのである。
そうすると，本件議決は上記のような意味に
おいても，基本的に住民訴訟制度を設けた法
の趣旨に背馳するおそれがあると思われる」
と説示し，放棄の議決の問題点を指摘してい
る（下線は筆者による）19）。

4　請求権放棄の議決に対する監査委員の職
務
⑴　住民と監査委員
地方公共団体は，住民の福祉の増進を図る

ことを基本として，地域における行政を自主
的かつ総合的に実施する役割を広く担うもの
とする，ことがその目的として定められてい
る（自治法１条の２）。同規定は「住民」を
地方公共団体のステークホルダーの中心にお
いている規定と解するのが妥当であろう。そ
のため地方公共団体の執行機関においては，
住民目線での行政運営が求められることにな
る。

ステークホルダーの中心と考えられる住民
に認められた権利として前述した住民監査請
求がある。これについて自治法は，普通地方
公共団体の住民は，当該普通地方公共団体の
長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通
地方公共団体の職員について，違法な財務会
計行為等があると認めるとき等，これらを証
する書面を添え，監査委員に対し，監査を求
め，当該行為を防止し，若しくは是正し，若
しくは当該怠る事実を改め，又は当該行為若
しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団
体のこうむつた損害を補填するために必要な
措置を講ずべきことを請求することができる
ことを定めている（242条１項）。

住民監査請求の趣旨について最判は，「普
通地方公共団体の財政の腐敗防止を図り，住
民全体の利益を確保する見地から，当該普通
地方公共団体の長その他の財務会計職員の違
法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る
事実について，その監査と予防，是正等の措
置とを監査委員に請求する権能を住民に与え
たものであって，…住民訴訟の前置手続とし
て，まず当該普通地方公共団体の監査委員に
住民の請求に係る行為又は怠る事実について
監査の機会を与え，当該行為又は当該怠る事
実の違法，不当を当該普通地方公共団体の自
治的，内部的処理によって予防，是正させる
ことを目的とするものである」20）と判示して
いる。

ここで仮に住民の請求が適正であるのにも
関わらず，当該請求趣旨通りの措置が監査委
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員により講じられなかったとしても，監査請
求が適法に前置されていると認められる場合
には次段階の住民訴訟を提起することが可能
となる。

住民訴訟の目的について最判は，「自治法
242条の２の定める住民訴訟は，普通地方公
共団体の執行機関又は職員による同法242条
１項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る
事実が究極的には当該地方公共団体の構成員
である住民全体の利益を害するものであると
ころから，これを防止するため，地方自治の
本旨に基づく住民参政の一環として，住民に
対しその予防又は是正を裁判所に請求する権
能を与え，もって地方財務行政の適正を確保
することを目的としたものであつて，執行機
関又は職員の右財務会計上の行為又は怠る事
実の適否ないしその是正の要否について地方
公共団体の判断と住民の判断とが相反し対立
する場合に，住民が自らの手により違法の防
止又は是正を図ることができる点に，制度の
本来の意義がある。すなわち，住民の有する
右訴権は，地方公共団体の構成員である住民
全体の利益を保障するために法律によって特
別に認められた参政権の一種であり，その訴
訟の原告は，自己の個人的利益のためや地方
公共団体そのものの利益のためにではなく，
専ら原告を含む住民全体の利益のために，い
わば公益の代表者として地方財務行政の適正
化を主張するものであるということができ
る」と判示している21）。

すなわち地方公共団体による違法な財務会
計行為等の発生は住民全体の利益を害するた
め，当該利益を適正に確保するために住民監
査請求及び住民訴訟制度が自治法上も定めら
れていると理解できる。

ところで当該立法趣旨が，意図された通り
に機能するか否かについて，制度の有効性を
大きく左右するのが監査委員の対応である。
なぜなら住民監査請求は監査委員に対して措
置請求を求める制度であるため，監査委員が

住民の請求趣旨に沿った適正な監査を実施し
ない等の場合には，住民が求める通りの措置
とはならない可能性が高い。ましてや適正な
監査請求であるにも関わらず監査委員が同請
求を却下した場合（要件不備等により監査請
求が不適法であるとしたもの）には，次段階
の住民訴訟に仮に進んだとしても，監査請求
が適法に前置されていないとみなされて住民
訴訟自体が却下される可能性も想定できる。

したがってステークホルダーである住民と
監査委員は，住民監査請求を通じてその利害
の一部を調整していると理解することも可能
なため，とりわけ住民監査請求への対応につ
いては意を尽くした適正な監査の実施が求め
られると考える。

⑵　請求権放棄の議決と監査委員
本稿で取り扱った最判は住民訴訟のため，

当然の了解事項として住民監査請求が前置さ
れていることがわかる。併せていずれのケー
スにおいても監査委員は，住民の監査請求を
棄却，あるいは却下していることも同時に明
らかである。つまり住民は監査請求を提起し
たものの監査結果に不服がある等を理由とし
て次段階の住民訴訟を提起しているため，も
ともとの住民の請求趣旨が適正であるのか否
かは裁判の審議の過程で明らかにされること
になる。

しかしながら前記最判の事案は，最終的に
裁判の場で当該請求内容の当否が審議される
べきところ，第１審で住民の請求（損害賠償
請求権等）が認められているにも関わらず，
いずれのケースでも控訴審判決が示されるよ
りも前に，議会により当該請求権放棄の議決
等がなされている。すなわちここで扱った事
案は，現に裁判が係属中であるのにも関わら
ず，住民訴訟の請求対象である当該請求権を
放棄する議決等を行うことの適否を問う事案
といえる。

ここで改めて住民訴訟で争われる内容につ
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いては，もしも仮に実際に違法な支出等が
あったのであれば，監査委員は住民訴訟に至
る前段階で，つまり住民から監査請求が提起
された時点で適正に勧告等の措置請求を行う
べきと考える。

上記理解が妥当なら本事案は，損害賠償請
求権等の放棄の議決の当否について判断する
裁判であるとともに，これは事案ごとの内容
にもよることになるが，ケースによっては監
査委員の法的責任追及が可能となる事案と考
えることができる22）。もちろんこれらはそれ
ぞれに個別の事情を考慮しながら請求対象の
違法性について審議されるべきであり，その
結果，監査委員について監査請求の時点で任
務懈怠があったのか否かが判断されるべきと
考える。

ところでこの事案ごとに個別の事情につい
て，前記神戸市及び大東市の事案については
法律上それぞれに被告らの落ち度は認められ
るものの行政側にも汲むべき事情はあったと
推察される（神戸市については実質的に損失
が発生していない，大東市については社会通
念として非常勤職員への支出がとりわけ異常
な支出であったとみなすことができない等）。

他方，最後に取り扱ったさくら市における
土地売買契約，及び同契約に基づく支出は地
方公共団体に損害を与えた可能性が高い。同
支出は，自治法242条１項で定める違法な財
務会計行為等であった可能性は極めて高いた
め，住民により提起された監査請求に対して
監査委員は適正な対応が必要であったと考え
る。

つまり神戸市，大東市のケースは，住民の
請求が住民訴訟の場で認められる可能性は低
いと思われるため，その場合，監査請求を棄
却した監査委員の対応は適正であると推量で
きるが，他方，さくら市のケースは当該支出
が自治法規定の違法な財務会計行為等と認定
される可能性は十分にあると考えるため，そ
の場合，監査請求を棄却した監査委員の対応

が適正であったとはいえない23）。
ここで検討すべきなのが，住民訴訟の係属

中になされた損害賠償請求権等放棄の議決と
監査委員の関係である。これまでは同放棄の
議決の当否と監査委員との間で，法律上何ら
かの関係を持つという法解釈はなかったもの
と考える。しかしながら改正自治法は，請求
権放棄の議決について，「あらかじめ監査委
員に意見を聴くこと」を定めている。

例えば住民監査請求を監査委員が棄却等し
た事案が，その後裁判の審議の過程で違法な
支出等であると認定されるケースでは，住民
監査請求を棄却等した時点で監査委員には任
務懈怠があった可能性が指摘できる。その後，
住民監査請求の結果を不服として住民が住民
訴訟を提起し，例えば，本稿で扱った事案の
ように第１審で住民の請求が認容されること
になり，さらにその後控訴審に進み裁判が係
属中であるにもかかわらず議会が損害賠償請
求権等の放棄の議決を行い，仮にその内容に
ついて監査委員が「同意」することになると，
住民監査請求時点での不適正な対応，及び住
民訴訟段階での損害賠償請求権等の放棄の議
決への同意と，監査委員には二重の任務懈怠
があると推量できる。その場合，監査委員に
は過失責任があり当該違法を問うことは十分
可能と考える。

　
５　おわりに

本稿は4号訴訟における損害賠償請求権放
棄の議決と改正自治法の規定を参考としなが
ら監査委員の責任を考察することを目的とし
ている。

最判で示すように住民監査請求の目的は，
「当該普通地方公共団体の長その他の財務会
計職員の違法若しくは不当な財務会計上の行
為又は怠る事実について，その監査と予防，
是正等の措置とを監査委員に請求する権能を
住民に与えたもの」であり，また住民訴訟の
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目的は242条１項規定の住民監査請求の監査
請求対象について，「執行機関又は職員の右
財務会計上の行為又は怠る事実の適否ないし
その是正の要否について地方公共団体の判断
と住民の判断とが相反し対立する場合に，住
民が自らの手により違法の防止又は是正を図
ることができる」ことをその趣旨としている。

すなわち住民監査請求及び住民訴訟規定は，
「住民」が地方公共団体内に存する違法な財
務会計行為を予防，是正等することを可能と
する，あたかもステークホルダーである住民
に内部統制機能の一部として機能する権能を
与えた規定とも理解できる。その場合上記に
あるように，「地方公共団体の判断と住民の
判断とが相反し対立する場合」には，最終的
には裁判の審議の場で当該請求対象の当否が
判断されることになる。

しかしながら改正自治法が規定する損害賠
償請求権放棄の議決は，裁判での審議が尽く
されないままに，地方公共団体内の違法支出
に係る損失がそのまま置き去りになるリスク
があると考える（本稿で取り扱ったさくら市
の事案など）。

以上の懸念は，第29次地方制度調査会の答
申（前記した第31次地方制度調査会答申も同
様）でも確認することができる。同答申は，
住民訴訟と議会の議決による権利放棄につい
て，「…いわゆる4号訴訟は，住民が，違法
な財務会計上の行為等を行った職員又はその
相手方に対して損害賠償請求又は不当利得返
還の請求をすることを，当該地方公共団体の
執行機関等に求める訴訟とされている。近年，
議会が，4号訴訟の係属中に当該訴訟で紛争
の対象となっている損害賠償請求権を放棄す
る議決を行い，そのことが訴訟の結果に影響
を与えることとなった事例がいくつか見られ
るようになっている。4号訴訟で紛争の対象
となっている損害賠償又は不当利得返還の請
求権を当該訴訟の係属中に放棄することは，
住民に対し裁判所への出訴を認めた住民訴訟

制度の趣旨を損なうことになりかねない。こ
のため，4号訴訟の係属中は，当該訴訟で紛
争の対象となっている損害賠償又は不当利得
返還の請求権を制限するような措置を講ずる
べきである」24）と言及しており請求権放棄の
議決の問題点を指摘している。

他方，改正自治法は新たに，普通地方公共
団体の議会は，第１項の規定による請求があ
つた後に，当該請求に係る行為又は怠る事実
に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権
その他の権利の放棄に関する議決をしようと
するときは，あらかじめ監査委員の意見を聴
かなければならない，ことを規定した（242
条10項）。同規定は，請求権放棄の議決の当
否を法律上示すものではないものの，事実上，
放棄の議決は違法ではないことを実定法上明
らかにしたものと理解できる。

ところで同規定で注目できるのは，請求権
放棄の議決について，「あらかじめ監査委員
の意見を聴かなければならない」とする規定
である。この意見の聴取に際して，監査委員
は相当の注意をもって対応すべきと考える。
すなわち実際に違法な財務会計行為等があっ
た事案で，仮に住民監査請求が監査委員によ
り棄却等されたものがその後の住民訴訟まで
進んだケースで，裁判係属中であるのにも関
わらず請求権放棄の議決をすることに対する
監査委員の「同意」は過失となる可能性があ
ると考えるためである。つまり住民監査請求
及び住民訴訟の立法趣旨を勘案するに，加え
て事案ごとの個別の内容にもよるが，場合に
よっては，請求権放棄の議決への「同意」は
監査委員の法的責任追及を可能とする余地を
残すと考える。

したがって本稿で扱った事案のように下級
審で住民の請求が認められている場合は，実
際に請求対象が違法である可能性を含むため，
29次地方制度調査会答申でも指摘するように
議会による請求権放棄の議決は制限されるべ
きであり，また監査委員においては請求権放
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棄の議決を制限する立場を「意見」として示 す必要も出てくると考える。

（注） 
１）地方自治法等の一部を改正する法律の概要

（2017年 総 務 省 ）http://www.soumu.go.jp/
main_content/000489578.pdf（2017年8月9日
アクセス）。

２）人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及
びガバナンスのあり方に関する答申（2016年
総 務 省 ）http://www.soumu.go.jp/main_con-
tent/000403436.pdf（2017年8月9日アクセス）。

３）ここでの「違法な財務会計行為等」は，自治法
242条１項で規定する，「違法若しくは不当な公
金の支出，財産の取得，管理若しくは処分，契
約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義
務の負担がある（当該行為がなされることが相
当の確実さをもつて予測される場合を含む。）
と認めるとき，又は違法若しくは不当に公金の
賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事
実」を総称したものである。

4）成田は，「市民団体が情報公開制度によって得
た行政情報を活用して，地方公共団体の不正経
理や不祥事件の責任を住民監査請求・住民訴訟
によって追及する事例が平成8年頃から急増す
る傾向が見られる。特に『当該職員』個人を被
告とする損害賠償や不当利得の返還を請求する
4号請求が多くなっているのが特色である。…
賠償額も数億・数十億円という個人としては到
底負担しきれない巨額に達するものもみられる
ようになった」と指摘している（成田頼明（2001）

「住民監査請求・住民訴訟制度の見直しについ
て（上）」自研77巻５号，５頁）。

５）最判平成 24・4・20（民集66巻6号2583頁）。
6）神戸地判平成20・4・24（平成18年（行ウ）第

43号）最高裁HP。
7）大阪高判平成21・11・27（民集66巻6号2738頁）。
8）同様の事案として最判平成22年9月10日（民集

64巻6号1515頁）がある。本件は，地方公共団
体による非常勤職員への期末手当の支払につい

て，周辺の多数の市においても非常勤職員への
規定を条例でおいていなかったなどの事情の下
では，市長が補助職員の専決による期末手当支
給を阻止しなかったことに「過失」があるとは
いえないとして，支出の違法（自治法204条２項）
は認定したものの市長に過失はないとして住民
の請求を棄却した事案。

9）本事案及び本稿で扱う他２事案の最高裁判決で
請求権放棄の議決が有効であるか否かについて
は一定の決着がついたものと理解できる。この
３事案について，兼子仁（2012）「住民訴訟請
求権の放棄議決をめぐる法制問題」自治総研
402号，38－48頁，飯島淳子（2012）「議会の議
決権限からみた地方自治の現状」論究ジュリス
ト秋号，128－135頁，友岡史仁（2012）「議会
による債権放棄の議決に係る効力要件と判断基
準」法学セミナー 690号，141頁，吉村浩一郎

（2012）「租税判例速報」ジュリスト1444号，8
頁が参考になる。他方，これまでは請求権放棄
の議決についてその有効性を認める判決と認め
ない判決が存在していた。下級審だが，例えば，
放棄の議決を有効とした判決として，東京高判
平成12・12・26（判時1753号35頁），東京高判
平成18・7・20（判タ1218号193頁），東京高判
平成19・３・28（判タ1264号206頁）などがある。
また有効性を認めない判決として，千葉地判平
成12・8・31（判自220号38頁）などがある。

10）最判平成 24 ・4・20（集民240号185頁）。
11）大阪高判平成21・３・26（平成20年（行コ）第

136号）。
12）大阪地判平成20・8・7（平成19年（行ウ）第

232号）。
13）請求権放棄の議決の適否についての実体的判断

について，執行行為としての放棄の意思表示の
有無が必要であるか等について検討を加えた学
説として，阿部泰隆（2007）「地方議会による
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賠償請求権の放棄の効力」判時1955号，３－9
頁，同 （2009）「地方議会による地方公共団体
の賠償請求権の放棄は首長のウルトラＣか（上）

（下）」自研85巻8号，３－34頁，85巻9号，３
－29頁，同（2009）「地方議会による地方公共
団体の権利放棄議決再論―学説の検討と立法提
案」自研85巻11号，３－35頁，同（2010）「地
方議会による地方公共団体の権利放棄議決に関
するその後の判例等」自研86巻３号，23－43頁，
同（2011）「地方議会による地方公共団体の権
利放棄議決に関するその後の判例補遺」自研87
巻4号，３－16頁（2011年），蟬川千代（2006）「住
民訴訟制度と地方議会の権限（上）（下）」自研
82巻５号，135－152頁，82巻7号，127－138頁，
津田和之（2009）「住民訴訟 と議会による債権
放棄」自治研究85巻9号，91－122頁，斎藤誠

（2010）「住民訴訟における議会の請求権放棄」
法教353号，３頁，田村達久（2010）「住民訴訟
の展開―経済性の原則，権利放棄議決と住民訴
訟との関係に絞って」法律時報82巻8号，38頁
がある。

14）同一労働同一賃金特集ページ（2017年厚生労
働 省 ）http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunit-
suite/bunya/0000144972.html（2017年 9 月 7
日アクセス）。

15）最判平成24・4・23（民集66巻6号789頁）。
16）東京高判平成21・12・24（民集66巻6号2890頁）。
17）宇都宮地判平成20・12・24（平成17年（行ウ）

第15号）。
18）請求権放棄の議決の違法性を説明する学説とし

て，阿部（2009上）30頁，薄井光明（2002改訂版）
『要説住民訴訟と自治体財務』学陽書房，187頁，
兼子仁（2012）『変革期の地方自治法』岩波新書，
158－159頁，白藤博行（2011）「住民訴訟と議
会の権利放棄」地域科学研究会刊『住民訴訟と
議会と首長』，86頁などがある。

19）請求権等の放棄の議決について原則的に違法と
するものに，斎藤誠（2010）２頁，阿部泰隆（2007）
３頁などがある。また住民により選挙で選ばれ
た地方議会議員の議決は最大限尊重されるべき

であること等を理由として適法とするものに，
木村琢麿（2010）「財政法の基礎理論の覚書き
－住民訴訟と権利放棄議決の関係を含めて」自
研86巻５号，54頁などがある。

20）最判昭和62・２・20（民集41巻１号122頁），最
判平成10・12・18（民集52巻9号2039頁）など。
また下級審では，地方公共団体の機関である監
査委員に監査の機会を与えることによって，で
きる限り地方公共団体に自主的に違法状態を除
去させようとするものである（岡山地判昭和
52・12・27行集28巻12号1380頁，控訴審広島高
岡山支昭和56・１・20行集32巻１号１頁）があ
る。また学説としては「自治体の財務会計の違
法不当な処理を，自治体内部における自主的規
律に委ねることでは十分ではない」ことや，当
該違法行為等に「監査委員自体が気づかない」
場合があり得ること，また住民訴訟とは異なり
費用をかけずに簡便で迅速な処理が可能である
こと等をあげているものが見られる（薄井光明

（2002），37－38頁）。
21）最判昭和53・３・30（民集32巻２号485頁），最

判昭和61・２・27（民集40巻１号88頁），最判
平成4・12・15（民集46巻9号2753頁），最判
平成12・12・19（民集54巻9号2748頁）など。

22）法律上，監査委員の責任をどのように追及でき
るかについて，自治法では監査委員の責任を追
及する規定を置いていないため，その場合，民
事上の規定での責任追及は有効と思われる。本
稿で監査委員の責任追及について取り扱うこと
はしないが，適用可能な民事規定としては不法
行為法が考えられる。拙論文（2015）「地方公
共団体の監査主体の法的責任 についての研究
－住民訴訟判例の分析を中心として－」『会計
監査ジャーナル』第27巻第9号，71－81頁。

23）仮に監査委員に適正とはいえない判断があった
としても，自治法は住民の訴えの次の受け皿と
して住民訴訟を規定していることもあるため，
監査委員の適正とは言えない対応がすぐに違法
性を持ち，その責任追及が可能とはならないと
の指摘も予想される。他方，もしそのような理
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解が可能になるならそもそも住民監査請求に対
する監査はまじめに実施する必要などないこと
になり，すべて次段階の住民訴訟に判断を委ね
るということも起こりうる。したがって住民監
査請求に対して適正な監査を実施しないことに
ついて，法解釈上も監査委員の責任を追及でき
ることは重要と考える。

24）今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり
方に関する答申について（2009年総務省）24
－25頁，http://www.soumu.go.jp/main_con-
tent/000026968.pdf（2017年9月11日アクセス）。

本稿は，JSPS科研費基盤研究（C）（課題番号
16K04025）の助成を受けた研究成果の一部である。
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（Abstract）
In June 2017, Japanese Diet made a partial amendment of municipal corporation law. The new 

municipal corporation law requires supervisory auditors’ response when local assembly gives up 
right to claim damages or losses against head of local autonomy and others （so-called “Yongo Sosho” 
in Japan）. This article addresses that this abandonment of right to claim damages or losses has an 
issue. From a resident standpoint, supervisory auditors should originally prevent or find illegal or 
unlawful acts in local government first. Nevertheless, if they state opinion that the abandonment of 
right to claim damages or losses are justified, they will assume liability. In this article, I investigate 
judicial precedents concerning this issue. Finally I insist that supervisory auditors should be more 
careful in stating opinion of such abandonment. 


